
 
 

 
 
 
 諮問事項 意見を求める事項 委員に意見を求める事項 

・知事、副知事の給料 

・府議会議員の報酬 

・行政委員報酬の

あり方、水準 
・知事等の退職手当の 

あり方、水準 
・今後の特別職の報酬等の

決定の仕組み（審議会委員

の選定方法を含む） 
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１月 

 

２５日 

 
 

   

   
 
 

   

８月 １8 日  

 

 

 

   

 

 

9 月   

 

 

 

  

10 月 下旬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 中旬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 上旬  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24 

4月 

  

 

 

   

 

諮 問 な ど 

今後のスケジュール（案） 

［８月中］答申・報告（会長→知事） 

［12月］報告・意見とりまとめ（会長→知事） 

答申・報告（案）の検討 

審議会⑪（退職手当のあり方） 

２期以上就任した場合のあり方及び水準 

一般職から特別職に就任した場合 

［人事委員会勧告についての報告］ 

審議会⑫（退職手当のあり方、委員選定） 

 前回議論の整理、まとめ 

 審議会委員選定のあり方（意見交換） 

新たな水準や考え方を適用 

改正条例

案の上程 
↓ 

条例改正 

必要に応じ 
条例改正 
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